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別紙

委員長 開会宣言

委員長 令和５年２月 22 日の予算決算委員会にて各分科会に送付した議

案 14 件について分科会長の報告を求める。

総務くらし建設分科会長

審査経過の報告

議案第１号（総務くらし建設分科会送付分）

議案第３号

議案第６号

議案第７号

議案第８号

議案第９号（総務くらし建設分科会送付分）

議案第 13 号

議案第 14 号

※審査経過の詳細は予算決算委員会総務くらし建設分科会会議

録参照

総務くらし建設分科会長報告に対する質疑 なし

教育福祉分科会長

審査経過の報告

議案第１号（教育福祉分科会送付分）

議案第２号

議案第４号

議案第５号

議案第９号（教育福祉分科会送付分）

議案第 10 号

議案第 11 号

議案第 12 号

※審査経過の詳細は予算決算委員会教育福祉分科会会議録参照

教育福祉分科会長報告に対する質疑 なし

議案第１号令和５年度長久手市一般会計予算

https://www.city.nagakute.lg.jp/material/files/group/31/02240227soumubunkakaikaigiroku.pdf
https://www.city.nagakute.lg.jp/material/files/group/31/02240227soumubunkakaikaigiroku.pdf
https://www.city.nagakute.lg.jp/material/files/group/31/02280301kyouikubunkakaikaigiroku.pdf
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討論

反対討論

大島委員 古民家保存事業は９年目を迎えるが、この間、監査委員や議員の

一般質問、市民からの陳情など、この事業に疑問を呈すものがほと

んどであった。しかしこの令和５年度の当初予算には、歴史民俗資

料館という新たな建物の付帯施設として、古民家の一部の部材を使

用した古民家風の建物を建てるための費用が計上されており、市民

が求めているものとは考えられない。古民家にかかる事業の費用が

組み込まれていることから、この予算に賛成できない。

賛成討論

なかじま委員 市民の置かれている状況は人それぞれであり、どんな事業にして

も、必要と思う人と不満を持つ人は存在する。どの意見を選択し、

市民に理解されるよう建設的な意志決定をするか、強いリーダーシ

ップを持った行政運営が求められる。古民家については、方針転換

が度重なったことは反省すべきと考えるが、自然の素材だけででき

た木造の家に住んでいた時代があったことを後世に伝えるため、残

すことで新しい環境教育のためにも役立つものと考える。ただ古戦

場公園内には、小牧長久手の戦いの位置や地形を縮景という手法で

表現した貴重な広場がある。これをフラットな芝生広場に造成する

工事についてはとりやめてほしい。

アグリサポート事業の新事業展開では、長久手市の自然に適した

旬の作物を育て、子供たちにより安全な給食を提供できるようにな

ることを期待する。

反対討論

わたなべ委員 行政のデジタル化について、デジタルはより良いサービスが提供

できるように補助として利用すべきである。デジタルに置換・代替

することで、専門職の削減や、ノウハウの継承ができなくなる等の

懸念がある。また、公立保育園に業務支援システムを導入すること

で、子どもがデータ収集の対象になってしまう。システム導入では

なく、人員配置で保育業務の負担を軽減してほしい。

賛成討論 なし
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さとう委員 反対討論

大島委員の反対討論と同趣旨である。市は、「古民家を歴史民俗体

験施設とし、その周囲に納屋と収蔵庫を設置する方針」としていた

が、新たに歴史民俗資料館を整備し、附帯施設として古民家を設置

する方針に変更した。歴史民俗資料館を別途建てるなら、古民家は

不要である。そもそも、小牧長久手の戦いの時代がコンセプトであ

る長久手古戦場公園に、江戸時代の古民家を建てるべきとは思えな

い。市民から「古民家はいらない、もっと別のところにお金を使っ

てほしい」との意見が多く寄せられている。

賛成討論

岡崎委員 市税の増収に支えられ、一般会計は前年度比 8.9 パーセント増の

予算を計上した。市が、多様な施策事業の展開を目指していること

を高く評価する。特に古戦場再整備事業の古民家移築整備について

は、再整備後の古戦場公園や、移築後の古民家で活動する市民の増

加を目指し、市民ワークショップを継続して実施してきた。市民が

まちづくりに関心を持つきっかけとなり、市民同士のつながりを生

み、これがまちづくりになると考える。予算決算委員会総務くらし

建設分科会の審査では、同事業が決して価値のない無駄な事業では

がり」「あんしん」「みどり」の基本理念に基づくまちづくりは、極

めて先見性に富むものであり、「住みよさ日本一」のまちづくりの礎

になるものと評価する。

反対討論 なし

賛成討論 なし

採決

賛成多数により、原案のとおり可決

議案第２号令和５年度長久手市国民健康保険特別会計予算

討論

反対討論

わたなべ委員 国民健康保険税は今でも高額であり、物価高騰の中さらに引き上

げることは、子育て世帯、ひとり親世帯、生活困窮世帯、障がい者・

障がい児のいる世帯などにとって大きな負担となる。市が自らの判
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断で、一般会計からの繰り入れにより保険料減免を維持・拡充する

ことは可能であり、必要なことであると考える。

賛成討論 なし

反対討論 なし

採決

賛成多数により、原案のとおり可決

議案第３号令和５年度長久手市土地取得特別会計予算

討論

反対討論 なし

賛成討論 なし

採決

賛成全員により、原案のとおり可決

議案第４号令和５年度長久手市介護保険特別会計予算

討論

反対討論

わたなべ委員 令和５年度予算における介護保険料は前年度に比べて 1,556 万

9,000 円の増額となった。介護保険利用者は年金生活者であり、保

険料の値上げ、利用料の値上げは生活全体に影響し、介護サービス

の利用控えを招く懸念があるため反対とする。

賛成討論 なし

反対討論 なし

採決

賛成多数により、原案のとおり可決

議案第５号令和５年度長久手市後期高齢者医療特別会計予算

討論

反対討論

わたなべ委員 令和５年度予算における後期高齢者医療保険料は前年度に比べて

僅かな増額にとどまった。出産一時金が、現行の 42 万円から 50 万

円に 2023 年度から引き上がるが、費用の一部を後期高齢者医療制度

に負担させる計画である。昨年、窓口負担が２倍となったが、更な
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る負担増となるため反対とする。

賛成討論 なし

反対討論 なし

採決

賛成多数により、原案のとおり可決

議案第６号令和５年度長久手市卯塚墓園事業特別会計予算

討論

反対討論 なし

賛成討論 なし

採決

賛成全員により、原案のとおり可決

議案第７号令和５年度長久手市公園西駅周辺土地区画整理事業特別会計予算

討論

反対討論 なし

賛成討論 なし

採決

賛成全員により、原案のとおり可決

議案第８号令和５年度長久手市下水道事業会計予算

討論

反対討論 なし

賛成討論 なし

採決

賛成全員により、原案のとおり可決

議案第９号令和４年度長久手市一般会計補正予算（第 12 号）

討論

反対討論 なし

賛成討論 なし

採決

賛成全員により、原案のとおり可決
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議案第 10 号令和４年度長久手市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

討論

反対討論 なし

賛成討論 なし

採決

賛成全員により、原案のとおり可決

議案第 11 号令和４年度長久手市介護保険特別会計補正予算（第３号）

討論

反対討論 なし

賛成討論 なし

採決

賛成全員により、原案のとおり可決

議案第 12 号令和４年度長久手市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

討論

反対討論 なし

賛成討論 なし

採決

賛成全員により、原案のとおり可決

議案第 13 号令和４年度長久手市卯塚墓園事業特別会計補正予算（第１号）

討論

反対討論 なし

賛成討論 なし

採決

賛成全員により、原案のとおり可決

議案第 14 号令和４年度長久手市公園西駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予

算（第１号）

討論

反対討論 なし

賛成討論 なし

採決

賛成全員により、原案のとおり可決
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委員長 以上で討論採決を終了する。

委員長 委員長報告は委員長と副委員長への一任を確認。

委員長 この際、暫時休憩とする。

＜午前 11 時 04 分休憩＞

＜午前 11 時 20 分再開＞

所管事務調査

令和４年度予算に対する執行状況について

財政課長 第４四半期を迎え、ほとんどの事業は予定どおり事業完了または

完了予定である。

環境基本計画推進事業については、令和５年１月分としてミニｅ

ｃｏチャレンジを実施し、214 件のエントリーがあった。チャレン

ジは終了し、希望の賞品の引き渡し等を行っているところである。

小中学校施設大規模改修事業の予算額については、令和４年３月

の補正予算で令和３年度から令和４年度の予算に繰り越した額を記

載している。今定例会で提出している補正予算において令和５年度

の事業を予算化しているが、その分は含んでいない。

里山保全管理活用事業については、駐車場整備を予定していた土

地の地権者から使用許可が得られなかったため、すぐ近くにある市

所有の土地に整備する方針とした。令和５年３月末に工事完了予定

である。

拠点回収用ごみボックス無料貸与事業については、ごみ減量アク

ションプランの１つとして拠点回収の推進を記載し、市民説明会を

行った。22 件の申請があった。

歴史民俗体験施設整備事業について、令和５年１月、２月にワー

クショップを開催し、古民家の活用方法や必要な設備を検討した。

令和５年度には解体工事を予定しており、解体作業への協力依頼を

した。

既存スポーツ施設長寿命化事業について、杁ケ池体育館の外構改

修工事は令和５年２月末に完了した。排煙設備改修工事と菖蒲池テ

ニスコート改修工事は令和５年３月末に完了予定である。
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さとう委員 公共施設等照明ＬＥＤ化事業について、今回の対象は交流プラザ

と保健センターであったが、文化の家の講義室も、蛍光灯がパカパ

カ点滅している状況である。この事業の今後の計画はどのようか。

財政課長 詳細な実施年度は決まっていないが、各施設で大規模改修があれ

ば、その際に併せて実施する予定である。また環境課と相談し、大

規模改修の時期を待たずに事業の計画ができれば、ＬＥＤ化を進め

る。

大島委員 要保護児童対策事業について、予算の残額が 603 万 9,000 円との

ことだが、実際に児童虐待が疑われる家庭に対応に入った件数は何

件か。

財政課長 詳細な数字は把握していない。予算額が大きくなったのは、９月

の補正予算で児童虐待の情報共有システムの導入費用を増額したこ

とによるものである。

大島委員 他にもたくさん質問したいことがあるが、「把握していない」とい

う答えばかりになるのではないか。

総務部長 今回は予算決算委員会の所管事務調査であるため、財政課として

「予算の執行状況」を説明している。個別の事業の詳細な数値等は、

財政課では把握していないので、ご理解いただきたい。

大島委員 以前は、施設の改修工事等を行ったときには、工事完了後に議員

がその施設を見学する機会を設けてくれていた。今はそのような機

会がない。自分たちが審査した予算で、どのような施設として完成

したのか、確認ができない。

総務部長 議員の関心の高い施設や、広く市民が利用するような施設につい

ては、完成後に見学していただく機会があってもよいと思う。担当

部課に、意見があったことを伝える。

田崎委員 古戦場公園再整備事業の築山切土造成工事について、既に第１四

半期でスケジュールの見直しを行っている。なぜ計画どおり進めら

れなかったのか。

財政課長 当初予算を計上する段階では令和４年度に築山の工事をする計画

であったが、「どうする家康」の放映を控える時期に工事を始めるべ

きではないという判断が令和４年度中にされ、計画を変更したとい

うことである。

田崎委員 「どうする家康」の放映予定は以前から決定しているのだから、

それに合わせた造成工事の計画を立てるべきである。「どうする家

康」の放映までに工事が間に合わなかったのか、反対の意見がある
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から先に見送ったのか。そもそも、本当に必要な工事であるのか。

財政課長 令和３年度に翌年度の当初予算編成をするときは、「どうする家

康」の放映は想定していなかったため、令和４年度に築山の造成工

事から始め、その後ガイダンス施設を整備するという計画であった。

しかし「どうする家康」の放映を考慮すると、観光客の増加が予想

されるので、公園の閉鎖をしなければならない工事は実施するべき

ではないと判断し、ガイダンス施設の整備に遅れが出ない範囲で先

送りにすることにした。

大島委員 担当部課は実戦部隊であって、財政課は、今回資料として出して

いる事業については全て把握しているのではないのか。財政課の仕

事とはいったい何か。

財政課長 予算編成のときは、全ての課にヒアリングをし、各事業について

理解しながら査定をしている。しかし、その内容についてずっと記

憶していることは実質的に難しい。不確かな記憶で説明すれば、誤

った情報を伝えてしまう可能性もある。ご理解いただきたい。

大島委員 文化の家整備事業について、今後予定されている改修工事で、文

化の家が全面休館になる期間はあるのか。

財政課長 特定天井の改修工事は全面休館に近い形で実施すると思われる。

担当課からは、令和６年度の途中から７年度の途中くらいの予定で、

今後まだ調整が必要と聞いている。

委員長 閉会宣言

午前 11 時 43 分終了

以上、要点筆記は会議内容と相違ないので署名する。

令和５年３月 13 日

予算決算委員会委員長 ささせ順子


